
別表３

項　　　　目 内　　　　容 九重町 受託者 備　　　考

施設・厨房設備類 施設及び厨房設備等の管理・保守点検 ○

配送車 配送車の管理・保守点検・修繕・燃料 ○

配送車 配送車の修繕 ○ 受託事業者の過失による場合

厨房内備品類
コンテナ・移動台・作業台・移動シンク・台
ばかり・残留塩素系・中心温度計・電池等

○

設備等維持費 施設・厨房設備、厨房内備品類修繕費 ○

光熱水費 電気・水道 ○

電話・ファックス ○

電話・ファックス ○ 受託事業者使用分

包丁・まな板・ボール・アルミ缶・ザル・ス
パテラ・すくい網・ひしゃく・計量カップ・バ
ケツ・学校配布用手袋及びビニール袋・
ゴミ袋等調理用品

○

食器・箸・食缶等配膳用品 ○

食器・箸・食缶等配膳用品 ○
受託事業者の過失による破損の
場合

食器・食缶用洗剤、食器・食缶用消毒
薬、その他の洗剤、ＤＰＤ試薬、ペーパー
タオル、スポンジ、タワシ、消毒薬品等

○ 九重町の承認したもの

調理・配送用被服費
作業用上・下服、エプロン、ドライ用
シューズ、配送用靴、帽子、マスク作業用
サンダル、ゴム手袋等

○
ドライシステムのため、汚染区域と
非汚染区域により、被服及び履き
物の区分けが必要

事務室用品類 机、椅子、電話機等 ○ 受託事業者が使用するもの

施設内外及び配送車の清掃・点検用具 ○
受託事業者が主に使用する消耗
品

トイレットペーパー・芳香剤等 ○ ○ トイレ用品については人数で案分

研修費及び衛生管理費 ○ 衛生害虫駆除・検便等

廃棄物処理費 ○

賄材料 ○

給食費 受託事業者喫食分 ○ 給食実施日は食するものとする

保険 食中毒等 ○

厨房内消耗品

経費の負担区分

施設付属消耗品

通信費


